
 
 
 
 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 
 

許 可 申 請 及 び 届 出 の 手 引 き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年４月 
 
 

川 崎 市 

 



はじめに 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（以下「本条例」又は「条例」という。）

は、地域の環境管理に一義的責任を負う自己完結的な条例として、平成 12 年 12 月 20 日から

施行されました。本条例は、工場及び事業場において遵守するべき基準、事業活動及び日常

生活における環境の保全のための措置その他環境の保全上の支障を防止するために必要な事

項を定めることにより、事業活動等による公害の防止及び環境への負荷の低減を図り、もっ

て現在及び将来の市民の健康を保護するとともに、安全な生活環境を確保することを目的と

しています。 

 

この手引きは、川崎市内に工場及び事業所を設置する、又は既に設置している場合の本条

例に基づく手続きについて、その概要をまとめたものです。なお、本条例に基づく手続きの

ほか、環境法令（大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法等）の届出等

の手続きが必要となる場合があります。 
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Ⅰ 指定事業所に係る許可申請及び届出 

 
川崎市内に新たに指定事業所＊を設置する場合や、既に許可を受けた指定事業所が当該許可に

関係する事項を変更する場合には、「許可申請に係る手続き」又は「届出の手続き」が必要とな

ります。 

 

 

 

 

   

 

＊ 指定事業所 

大気汚染物質、粉じん、悪臭、排水、騒音又は振動を発生することにより、公害を生じ

させるおそれのある事業所で、別表第１に定める指定施設（付録１参照）を設置してい

る事業所 

≪ 許可申請及び届出の概念図 ≫ 
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１ 許可申請に係る手続き 

許可申請は事前の手続きとなっており、許可を受けるまでは設置又は変更することができ

ません。許可申請書が受付されてから許可基準に適合しているか否かの判断がされるまでに

要する標準処理期間は 35 日間です。ただし、申請書の記載に不備がある場合等はこの限りで

はありません。 

 

(1) 設置許可 
 
ア 設置許可申請 

指定事業所を新設する場合等、次の事項に該当するときは、あらかじめ「指定事業所設置

許可申請書（第１､２､３号様式）」により設置の許可を申請し、許可を受けなければなりま

せん。（条例第 17 条） 

○ 指定事業所を新設する場合 

○ 現に設置されている事業所で、条例の許可を要さなかったものが、別表第１に掲げる指定施設

を新たに設置しようとする場合 

○ 事業所の一部を譲り受け又は借り受けて、指定事業所として用いる場合 

イ 事業開始の届出 

設置許可を受け、当該許可に係る事業を開始したときは、その日から起算して 15 日以内

に「指定事業所事業開始届出書（第６号様式）」により届け出てください。（条例第 21 条） 

(2) 変更許可  
 
ア 変更許可申請 

指定事業所が、公害の防止上重要なものとして条例施行規則（以下「規則」という。）で

定める変更をしようとするときは、あらかじめ「指定事業所に係る変更許可申請書（第７､

８､９号様式）」により変更の許可を申請し、許可を受けなければなりません。（条例第 22 条

第１項） 

規則で定める変更は次のとおりです。 

○ 生コンクリートプラントを設置する指定事業所における自動車の出入口の位置の変更 

○ 指定作業を行う建物の設置、移設、除却又は規模若しくは構造の変更 

○ 指定作業の追加 

○ 指定施設の設置（形式、規模及び能力が同一である施設と交換して設置する場合を除く。） 

○ 炭化水素系物質の受入れ、保管又は出荷の作業に用いられる貯蔵施設において保管する物質の

変更（該当物質は付録２参照） 

○ 公害の防止のための装置の設置、構造の変更、使用方法の変更、使用の廃止又は除却 

○ 排煙指定物質、特定有害物質又は炭化水素系特定物質を含有する原材料、触媒その他消耗資材

の新たな使用（該当物質は付録２参照） 

イ 変更完了の届出 

変更許可を受け、当該許可に係る変更が完了したときは、その日から起算して 15 日以内

に「指定事業所に係る変更完了届出書（第 10 号様式）」により届け出てください。（条例第

22 条第２項）  
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ウ 変更計画中止の届出  

変更許可を受けた後、当該許可に係る変更の計画を中止したときは、その日から起算して

30 日以内に「指定事業所に係る変更計画中止届出書（第 11 号様式）」により届け出てくださ

い。（条例第 22 条第３項） 

 

(3) 環境配慮書   
 

次に示す事項のいずれかに該当する指定事業所は、環境への負荷が大きいと想定されるこ

とから、設置又は変更許可申請時に、条例で定める環境配慮事項について記載した「指定事

業所に係る環境配慮書（第 17 号様式）」を提出しなければなりません。（条例第 30 条） 
 

◎ 常時使用する従業員が 50 人以上（規則第 25 条第１項第１号） 

◎ 常時使用する従業員が 50 人未満で、建築物の床面積が 3,000ｍ２以上又は百貨店若しくは

マーケットで店舗面積が 1,000ｍ２以上（し尿処理施設又はボイラー若しくは冷暖房施設の

いずれかの指定施設のみを設置している指定事業所を除く）（規則第 25 条第１項第２号） 

◎ 前２号に掲げる指定事業所のほか、燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり２００リット

ル以上である指定施設又は焼却能力が１時間当たり６２５キログラム以上である別表第１

の５１の項に掲げる廃棄物焼却炉を設置している指定事業所（規則第 25 条第１項第３号） 
 

条例で定める環境配慮事項及び環境配慮書の提出を要する指定事業所と提出すべき環境配

慮事項の関係は次のとおりです。なお、環境配慮事項は、各号について定められた指針又は

条例の規定に基づき、自らが環境への負荷の低減に配慮した内容にチェックを入れてくださ

い。 

 

〔環境配慮事項〕 

条

例

第

三

十

条

第

一

項 

１号 環境への負荷の低減に係る事項【第 17 号様式】 

２号 化学物質の適正管理に係る事項【第 17 号様式】 

３号 自動車排出ガスの排出の抑制等に係る事項【第 17 号様式】 

４号 温暖化物質の排出の抑制等に係る事項【第 17 号様式】 

５号 廃棄物の発生の抑制及び再生利用等に係る事項【第 17 号様式】 

６号 環境の保全に係る組織体制の整備に係る事項【第 17 号様式】 

７号 その他規則で定める事項（前１号～６号以外に自ら行った事項）（任意） 

 

〔環境配慮事項に係る指針等〕 
 

条
例
第
三
十
条
第
一
項 

１号 環境への負荷の低減に関する指針（平成 22 年川崎市告示第 281 号） 

２号 化学物質の適正管理に関する指針（平成 12 年川崎市告示第 606 号） 

３号 自動車排出ガスの排出抑制等に関する指針（平成 14 年川崎市告示第 65 号） 

４号 温暖化物質の排出抑制に関する指針（平成 21 年川崎市告示第 147 号） 

５号 川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例（平成４年川崎市条例第 51 号） 

６号 環境の保全に係る組織体制の整備に関する指針（平成 12 年川崎市告示第 604 号） 
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２ 届出の手続き 

届出はその内容により事前又は事後の手続きとなり、それぞれに届出の期限が定められて

います。 

 

 (1) 事前の届出 
 

次に示す変更をしようとするときは、変更の日の 30 日前までに「指定事業所に係る変更計

画届出書（第 12 号様式）」により届け出なければなりません。なお、届出の内容が許可の基

準に適合していると認められる場合に限り、変更の日までの期間を短縮することができま

す。（条例第 23 条） 

○ 指定事業所の敷地の境界線の変更 

○ 指定施設の構造の変更（規模又は能力の変更を伴う場合に限る。） 

○ 指定施設の配置の変更（指定事業所から発生する騒音又は振動が増大する場合に限る。） 

○ 指定施設の使用時間の変更（騒音又は振動についてより厳しい規制基準が適用されることとな

る場合に限る。） 

○ 指定施設に係る燃料の追加及び種類又は使用量の変更 

○ 廃棄物焼却炉の焼却物の種類又は量の変更 

○ 煙突の構造の変更 

○ 排水の系統の変更 

○ 排水の排出先の変更（「変更の事後届出」に該当する場合を除く。） 

 

(2) 事後の届出 
 
ア 変更の事後届出             

次に示す変更等を行ったときは、その日から起算して 30 日以内に「指定事業所に係る変

更届出書（第 13 号様式）」により届け出てください。（条例第 24 条） 

○ 届出者の氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名の変更 

○ 指定事業所の名称及び所在地の変更 

○ 指定事業所の業種の変更 

○ 指定作業の廃止＊ 

○ 指定施設の使用の廃止又は除却＊ 

○ 排水の排出先の変更（公共下水道であって終末処理場を設置する水路に接続した場合に限る。） 

＊ 指定事業所そのものの廃止は「ウ 廃止等の届出」による届出となります。 
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イ 承継の届出                   

指定事業所の全部を譲り受け、又は借り受けたとき、あるいは相続又は合併があったとき

は、承継した者はその承継があった日から起算して 30 日以内に「指定事業所に係る地位承

継届出書（第 14 号様式）」により届け出てください。なお、承継した者が法人の場合は、届

出書に承継者の登記簿謄本（コピー可）を添付してください。（条例第 25 条） 

ウ 廃止等の届出                       

指定事業所を廃止したとき、指定事業所に該当しなくなったとき及び設置許可後に指定事

業所の設置を中止したときは、その日から起算して 30 日以内に「指定事業所廃止等届出書

（第 15 号様式）」により届け出てください。（条例第 26 条） 

エ 条例等の改正に伴う届出              

条例又は規則の改正により新たに指定事業所となったときは、その日から起算して３月以

内に「指定事業所現況届出書（第 16 号様式）」により届け出てください。（条例第 29 条） 

 

 

 

表１（Ｐ.６）、表２（Ｐ.７）及び表３（Ｐ.８）は許可申請及び届出の手続きを一覧表とし

てまとめたものです。 

ここに記載のある事項の他にも、状況に応じて届出等が必要となることがあります。また、

条例に基づく手続きと同時に、他の環境法令に係る手続きが必要となる場合がありますので、

詳しくはお問い合わせください。 
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表１（１） 指定事業所に係る許可申請及び届出一覧（設置許可申請関係） 

申請書等 

の名称 

項 目 

指 定 事 業 所設 置 

許 可 申 請 書 

指定事業所に係る 

環 境 配 慮 書 

指 定 事 業 所 

事 業 開 始 届出 書 

指 定 事 業 所 

廃 止 等 届 出 書 

様 式 第 1,2,3 号様式 第 17 号様式 第 6 号様式 第 15 号様式 

条例・規則 

根拠条項 

条例第 17 条 

規則第 8 条 

条例第 30 条 

規則第 25～28 条 

条例第 21 条 

規則第 15 条 

条例第 26 条 

規則第 23 条 

申請・届出 

の 事 由 

指定事業所を新設

する場合等 

一定の条件に該当

する指定事業所が

設置又は変更許可

を申請するとき 

 

設置許可を受けた

事業を開始したと

き 

指定事業所を廃止

したとき 

 

設置許可後に設置

を中止したとき 

申請・届出 

の 期 限 

設置前（標準処理

期間 35 日間） 

設置又は変更許可

申請と同時提出 

事業開始日から 15

日以内 

廃止の日から 30

日以内 

備 考 
許可を受ける前の

設置禁止 

   

 

 

表１（２） 指定事業所に係る許可申請及び届出一覧（変更許可申請関係） 

申請書等 

の名称 

項 目 

指定事業所に係る 

変 更 許 可 申 請 書 

指定事業所に係る 

環 境 配 慮 書 

指定事業所に係る 

変 更 完 了 届 出 書 

指定事業所に係る 

変更計画中止届出

書 

様 式 第 7,8,9 号様式 第 17 号様式 第 10 号様式 第 11 号様式 

条例・規則 

根拠条項 

条例第 22 条第 1

項 

規則第 16 条 

条例第 30 条 

規則第 25～28 条 

条例第 22 条第 2

項 

規則第 17 条 

条例第 22 条第 3

項 

規則第 18 条 

申請・届出 

の 事 由 

公害防止上重要な

ものとして規則第

16 条第 1 項に規定

する変更をすると

き 

 

一定の条件に該当

する指定事業所が

設置又は変更許可

を申請するとき 

変更許可を受けた

変更が完了したと

き 

変更許可を受けた

変更の計画を中止

したとき 

申請・届出 

の 期 限 

変更前（標準処理

期間 35 日間） 

設置又は変更許可

申請と同時提出 

変更が完了した日

から 15 日以内 

中止した日から 30

日以内 

備 考 

許可を受ける前の

変更禁止 

 

環境行動事業所は

変更許可に係る手

続き不要 

変更許可時は当該

変更に関して配慮

した事項を記載 

 

変更許可の場合に

提出不要の付表有 

 許可を受けた変更

に着手する前に計

画を中止したとき

に限る 
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表２ 指定事業所に係る届出一覧 

申請書等 

の名称 

項 目 

指定事業所に係る 

変更 計画 届 出書 

指定事業所に係る 

変 更 届 出 書 

指定事業所に係る 

地位 承継 届 出書 

指 定 事 業 所 

現 況 届 出 書 

様 式 第 12 号様式 第 13 号様式 第 14 号様式 第 16 号様式 

条例・規則 

根拠条項 

条例第 23 条 

規則第 19 条 

条例第 24 条 

規則第 20 条 

条例第 25 条 

規則第 22 条 

条例第 29 条 

規則第 24 条 

申請・届出 

の 事 由 

公害防止上比較的

重要なものとして

規則第 19 条に規

定する変更をする

とき 

次に示す変更等を

行ったとき 

1 届出者の氏名、

名称、住所、法

人の代表者の氏

名の変更 

2 指定事業所の名

称及び所在地の

変更 

3 指定事業所の業

種の変更 

4 指定作業の廃止 

5 指定施設の使用

の廃止又は除却 

6 排水の排出先の

変更（下水道に

接続する場合） 

 

指定事業所の全部

を譲り受け、又は

借り受けたとき、

あるいは相続又は

合併があったとき 

 

個人事業主だった

ものが法人化した

とき 

条例又は規則の改

正により一の事業

所が指定事業所と

なった際、現にそ

の事業所を設置し

ているとき 

申請・届出 

の 期 限 

変更の日の 30 日

前まで 

変更の日から 30

日以内 

承継の日から 30

日以内 

指定事業所となっ

た日から 3 月以内 

備 考 

環境行動事業所は

届出不要 

 

期間短縮の規定あ

り 

環境行動事業所は

上記 4～6 の場合

は届出不要 

承継者の登記簿謄

本（コピー可）を

添付 

 

※ 上記の他、指定事業所を廃止したときは「指定事業所廃止等届出書」（表１（１）に掲載）による届出が

必要です。 

※ 様式は川崎市ホームページからダウンロードできます。 
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表３ 申請・届出事由別一覧 

申請・届出の事由 申請書等の名称 申請・届出の期限 

・指定事業所を新設する場合 

・既設の事業所で条例の許可を要さなかったものが新たに指定

施設を設置する場合 

・事業所の一部を譲り受け又は借り受けて、指定事業所として

用いる場合 

指 定 事 業 所 

設 置 許 可 申 請 書 

設 置 す る 前 

（標準処理期間 35 日） 

・設置許可を受け、その事業を開始したとき 
指 定 事 業 所 

事 業 開 始 届 出 書 
開始日から 15 日以内 

・生コンクリートプラントを設置する指定事業所における自動

車の出入口の位置の変更 

・指定作業を行う建物の設置、移設、除却又は規模若しくは構

造の変更 

・指定作業の追加 

・指定施設の設置＊ 

・炭化水素系物質の受入れ、保管又は出荷の作業に用いられる

貯蔵施設において保管する物質の変更 

・公害の防止のための装置の設置、構造の変更、使用方法の変

更、使用の廃止又は除却 

・排煙指定物質、特定有害物質又は炭化水素系特定物質を含有

する原材料、触媒その他消耗資材の新たな使用 

指 定 事 業 所 に 係 る 

変 更 許 可 申 請 書 

変 更 す る 前 

（標準処理期間 35 日） 

・変更許可を受け、その変更が完了したとき 
指 定 事 業 所 に 係 る 

変 更 完 了 届 出 書 
完了日から 15 日以内 

・変更許可を受けた後、その変更を中止したとき 
指 定 事 業 所 に 係 る 

変 更 計 画 中止 届 出 書 
中止日から 30 日以内 

・指定事業所の敷地の境界線の変更 

・指定施設の構造の変更＊ 

・指定施設の配置の変更＊ 

・指定施設の使用時間の変更＊ 

・指定施設に係る燃料の追加及び種類又は使用量の変更 

・廃棄物焼却炉の焼却物の種類又は量の変更 

・煙突の構造の変更 

・排水の系統の変更 

・排水の排出先の変更＊ 

指 定 事 業 所 に 係 る 

変 更 計 画 届 出 書 
変更日の 30 日前まで 

・届出者の氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名の変更 

・指定事業所の名称及び所在地の変更 

・指定事業所の業種の変更 

・指定作業の廃止 

・指定施設の使用の廃止又は除却 

・排水の排出先の変更＊ 

指 定 事 業 所 に 係 る 

変 更 届 出 書 
変更日から 30 日以内 

・指定事業所の全部を譲り受け、又は借り受けたとき、あるい

は相続又は合併があったとき 

・個人事業主だったものが法人化したとき 

指 定 事 業 所 に 係 る 

地 位 承 継 届 出 書 
承継日から 30 日以内 

・指定事業所を廃止したとき 

・設置許可後に設置を中止したとき 

指 定 事 業 所 

廃 止 等 届 出 書 
廃止日から 30 日以内 

・条例又は規則の改正により新たに指定事業所となったとき 
指 定 事 業 所 

現 況 届 出 書 
その日から３月以内 

＊ 申請・届出が不要となる場合があります。詳細は本手引きＰ.１「Ⅰ 指定事業所に係る許可申請及び届

出」を確認してください。  
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表１（Ｐ.６）、表２（Ｐ.７）及び表３（Ｐ.８）で一覧表にまとめた許可申請及び届出の手続きのうち、

よくある手続に係る着手・完了と申請・届出期日との関係や申請・届出事由を下記にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１新たに指定事業所を設置する場合

２既に許可を受けた指定事業所が当該許可に関係する事項を変更する場合

設置許可申請※１

事業開始届

変更許可申請※1

変更計画届

変更届
変更完了届

廃止等届地位承継届

設置 変 更 廃 止

設置 変更 廃止

特定有害物質等
の新たな使用 排水系統の変更 代表者の変更

着手

完了

貯蔵施設の
保管物質変更

指定施設

公害防止装置

その他の事項

計画

35日前

30日前

審査完了・許可書交付

着手

完了

計画

35日前

事前相談・確認

事前相談・確認

15日後

15日後
30日後

※２※２※２

事後の手続として、他に次の手続がある

※１事業所が一定規模以上の場合は、あわせて環境配慮書の作成、提出も必要です。

※２変更の内容によって必要な手続が異なります。
主な変更内容と手続の対応は次のとおりです。

変更許可申請 変更計画届 変更届変更項目
手続

審査完了・許可書交付 審査完了
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設置許可申請、変更許可申請の手続にあたっては、公害の未然防止の徹底を図るため、各種様式類、添付

資料を準備いただいております。必要となる様式類と添付書類の例を下記に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設置許可 変更許可 ※１

第１号様式 第７号様式 共通 申請内容の概要説明書

第２号様式 第８号様式 共通

事業所の位置及び周辺状況を示した図面
敷地内における建物の配置状況を示した図面
建物の図面（平面図等）
指定施設等の配置図
指定施設等の構造図（仕様書又はカタログ）
事業内容・作業工程図
指定施設等で使用する薬品リスト
 商品名の場合は安全データシート

用排水収支バランス図
第３号様式 第９号様式 共通

粉じん

悪臭

地下浸透
※４

地下浸透防止に係る図面
 不透水性材質の床構造、物質の種類や性状により必要に応じて床面の表面が耐性のある材質で被覆されてい
ること又は施設の下に地下浸透を防止できる材質の受皿等が設置されていることを示す資料及び防液堤、側
溝、ためます等の資料（薬品置場、廃液置場も含む）

騒音
発生源での騒音レベルの資料
敷地境界線までの距離を明記した図面
かなばかり図、断面図、材質、壁厚等の資料

振動 基礎（床）断面図、防振材の資料（指定施設設置場所）

  ※１：「共通」と記載した様式は必ず提出するもので、
    「大気」等公害の種類を記載した様式類は、その公害が発生する恐れがある場合に提出が必要なものです。

 ※２：施設、使用熱量によって必要な付表や添付書類が異なりますので、市にお問い合わせください。

 ※３：公共用水域に排水（雨水を含む）があり、かつ、申請対象の指定施設等に係る汚水が発生する場合に必要です。

 ※４：特定有害物質の使用がある場合に必要です。

第３号様式付表14

排水
※３

大気
※２

排気系ダクト図（平面図、立面図）
 測定口の位置、高さ、サイズを明記（施設ごとに設置）

煙突配置図、構造図等
 排出口のＧＬからの高さ、形状、内径、陣笠有無を明記

ばい煙量等排出ガスの設計計算書等
 拡散計算書、排出ガス量等の計算書、窒素酸化物・硫黄酸化物・ばいじん・臭気等に係るメーカーの保証

書

公害防止対策施設機器の仕様書、資料
 散水装置､低NOx バーナー､集塵機､脱硫・脱硝･脱臭装置等 採用した技術及び根拠となるカタログ
（↑※２）

様式類
添付書類の例

排水系統図(平面図)
排水処理施設の仕様書・図面等の資料第３号様式付表11

第３号様式付表12

第３号様式付表13

第３号様式付表７

第３号様式付表８

第３号様式付表９

第３号様式付表10

第３号様式付表１

第３号様式付表２

第３号様式付表３

第３号様式付表４

第３号様式付表５

第３号様式付表６
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３ その他の手続き 

(1) 環境負荷低減行動計画の策定  
 

環境配慮書を提出している指定事業所のうち、次のいずれかに該当する指定事業所は、環

境への負荷の低減に向けた中期的な行動計画（環境負荷低減行動計画）を策定し、「環境負荷

低減行動計画書（第 26 号様式）」により提出しなければなりません。（条例第 73 条） 
 

◎ 年間使用熱量が 8.4×1010キロジュール以上の指定事業所又は別表１の 51 の項に掲げる廃

棄物焼却炉の焼却能力が１時間当たり 5,000 キログラム以上のものを設置する指定事業所 

◎ １日当たりの平均的な排水量が 1,000ｍ３以上である指定事業所 
  

該当する指定事業所には、計画書の作成に関する通知を送付しますので、所定の期日まで

に提出してください。 

 

(2) 指定事業所の表示板の掲示 
 

次に示す分類に係る指定事業所の許可を受けた場合、その指定事業所を設置しようとする

場所の公衆の見やすいところに表示板を掲示しなければなりません。（条例第 20 条） 

農業（もやし栽培農業に限る。）、製造業、電気業（発電所に限る。）、ガス業（ガス製造工場に限

る。）、水道業（終末処理施設を設置するものに限る。）、情報通信業（新聞業及び出版業に限る。）、

卸売・小売業（再生資源卸売業に限る。）、医療・福祉（保健衛生に限る。）、サービス業（他に分類

されないもの）（一般廃棄物処理業（し尿処分業及びごみ処分業に限る。）、産業廃棄物処理業（産

業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業に限る。）、死亡獣畜取扱業、自動車整備業、機械修

理業（電気機械器具を除く）、電気機械器具修理業及びと畜場に限る。） 

 

【表示板（記載例）】 

  〔第５様式〕 
 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例指定事業所 
 

名 称 川崎産業株式会社 川崎工場 

所 在 地 川崎市○○区○○町○○番地 

許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号 
（届出年月日及び届出番号） 

○年○月○日 第○○号 

業 種 一般機械器具製造業 

区 域 準 工 業 地 域 

連

絡

先 

環 境 保 全 
担 当 部 署 

環境安全部 環境安全課 

責 任 者 川 崎  太 郎 

電 話 番 号 （０４４）０００－００００ 内線０００ 

 

注 1) 大きさは縦 35 ㎝以上、横 45 ㎝以上とすること 

2) 木材、金属その他の素材を用い、耐久性を持つように作成すること 

3) 区域の欄には、都市計画法第７条第２項に規定する市街化区域又は同条第３項に規定する市街化調

整区域の区分（当該区分が定められていない場合には、その旨）を記載し、市街化区域にあって

は、同法第８条第１項第１号に規定する用途地域を記載すること 
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Ⅱ 環境行動事業所認定制度  

 
ISO14001 の認証取得等により事業所の環境管理・監査の体制を確立し、それを実施し、か

つ、その取り組みを自ら公表している指定事業所を、申請に基づき「環境行動事業所」として認

定し、公表する制度です。認定を受けた事業所は、指定事業所に係る手続きの一部が免除されま

す。（条例第 32 条） 

 

１ 認定の基準 

環境行動事業所の認定基準は次のとおりです。認定には全ての基準を満たしている必要があ

ります。 

(1)  指定事業所が、次のいずれかに該当すること。 

ア 日本産業規格（以下「規格」という。）Ｑ１４００１に定める環境マネジメントシステムを実施して

いるものとして、当該指定事業所の環境マネジメントシステムが次のいずれかに該当すること。  

(ア) 公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と同等の外国の認定機関の認定を受けた環境マネジメ

ントシステム審査登録機関（以下「審査登録機関」という。）に登録されていること。  

(イ) 審査登録機関から登録に当たっての要求事項を満たしている環境マネジメントシステムであると証

明されていること。  

イ エコアクション２１（一般財団法人持続性推進機構が実施する環境マネジメントシステムをいう。）

を実施しているものとして、同機構に登録されていること。  

ウ 第６４条第２項の規定にかかわらず、条例第７３条第１項に規定する環境負荷低減行動計画を２年間

の計画期間で策定し、かつ、計画期間終了後に当該計画に係る取組状況を市に報告する者であって、

当該計画及び当該取組状況が環境の保全に特に資する取組を実施する、又は実施したものとして市長

が認めるものが設置する指定事業所であること。 

(2) 環境マネジメントシステムを実施し、その取組の内容をまとめた「環境報告書」を作成

し、広く一般に公表していること。 

(3) 環境への影響が重大な事故又は環境の保全に係る管理体制の重大な欠陥に起因したと認め

られる事故が過去３年間以内になかったこと。 

(4) 公害を除去するための措置が特に必要な指定事業所であると認められないこと。 

 

２ 認定の申請 

環境行動事業所の認定申請に必要な書類は次のとおりです。 

 

① 環境行動事業所認定申請書（第 18 号様式） 

② 指定事業所の環境管理・監査の体制に係る組織図 

③ 環境マネジメントシステムに係る登録証又は証明書の写し 

④ 環境報告書（ＣＳＲレポート等） 

⑤ 環境行動事業所認定に係る事故発生及び欠格事項確認書 
 

環境行動事業所の認定期間は、認定基準が ISO14001 の認証取得の場合は、最長で３年間、そ

れ以外の場合は最長で２年間となります。 
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認定を継続するためには、認定期間が満了する前に再度認定申請を行う必要があります。再

認定の申請にあたり、環境マネジメントシステムの最新の登録証等が交付されていない場合

は、登録の手続きを行っていることを示す書類により手続きを進めることができます。最新の

登録証等は交付され次第速やかに提出してください。 

 

３ 手続きの免除措置 

環境行動事業所に認定された指定事業所は、以下の提出義務が免除されます。 
 

◎ 変更許可申請に係る手続き（変更許可申請書、変更完了届出書、変更計画中止届出書、環

境配慮書） 

◎ 変更計画届出書 

◎ 変更届出書（一部対象外） 

◎ 環境負荷低減行動計画書 
 

ただし、次に掲げる事項に変更があった場合は、変更の日から 30 日以内に「指定事業所に係

る変更届出書（第 13 号様式）」又は「環境行動事業所に係る変更届出書（第 20 号様式）」によ

り届け出てください。 

「指定事業所に係る変更届出書」 

○ 届出者の氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名 

○ 指定事業所の名称及び所在地 

○ 指定事業所の業種 

「環境行動事業所に係る変更届出書」 

○ 環境管理、監査の体制 

○ 環境の保全に関する方針 

○ 指定作業及び指定作業を行うために指定事業所に配置される施設の概要 

○ その他規則で定める事項（環境マネジメントシステムの登録又は証明に関する事項、環境の保全

の取り組みに関する基本方針を達成するための行動目標、環境報告書の作成年月日） 

 

４ 環境行動事業所の表示板 

環境行動事業所に認定された指定事業所は、環境行動事業所である旨の表示板を掲示するこ

とができます。 

【表示板】 

 
 

環 境 行 動 事 業 所 
 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第３２条  
 

 

注 1) 大きさは縦 15 ㎝以上、横 45 ㎝以上とすること 

2) 表示板は、木材、金属その他の素材を用い、耐久性を持つように作成すること  
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Ⅲ 許可申請書等の作成について 

 

１ 申請者（届出者） 

申請者（届出者）は、法人の場合はその代表者です。但し、本市に工場等を設置している事

業者であって、その工場等の公害の防止の責任等について、代表者から委任されている職位と

しての工場長等は、代表者からの委任状を要せずに申請者となることができます。 

 

２ 記載方法 

図面や記載内容を強調する場合を除き原則黒インク（黒トナー）により記載し、鉛筆や消せ

るボールペンは使用しないでください。また、修正液は使用できません。 

記載内容については、別添の記載例をご覧ください。 

 （令和３年度から押印が不要となりました。） 

 

３ 提出部数 

書面で提出する場合、正本１部、副本（申請者控え。正本のコピー可）１部の計２部を提出

してください。また令和５年４月以降、オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）を利用するこ

とで、書面でなく電子ファイルによる提出も可能になりました。 

 

４ 受付時間 

〇土日祝日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）を除き、８時 30 分～12 時、13 時～17 時に下

記の窓口で受付を行っています。 

〇来庁される場合は事前に来庁日時を環境対策推進課に御連絡ください。 

〇郵送により提出いただくことも可能です。その場合は原本・副本の２部と返信用封筒（切手

貼付）を同封してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③
提出・審査

■必要な書類が整い、
記載が完了したら提出します。
提出後の内容審査において、
書類の追加等を求める場合が
あります。
事前の手続については、
審査完了後に許可書等を
発出します。

■提出方法
◎郵送
◎窓口
◎オンライン（e-KAWASAKI）

①
必要な手続の確認

②
様式や記載内容の確認

■伝えていただきたい事項
◎事業所の所在地
◎既に指定事業所か
◎設置施設や変更の概要
◎着手する時期
◎担当者連絡先

■連絡方法
◎メール
◎電話
◎ＦＡＸ
◎窓口

■様式や記載する内容を
確認します。

■連絡方法
◎メール
◎電話
◎ＦＡＸ
◎窓口

手続の確認から提出・審査までの流れ 



15 

問い合わせ先、申請窓口 

 

川崎市環境局 環境対策部 環境対策推進課 

 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 川崎市役所 20 階 

TEL ０４４（２００）２５０６ 

FAX ０４４（２００）３９２１ 

E メール 30suisin@city.kawasaki.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:30suisin@city.kawasaki.jp

